
一般財団法人 大津市勤労者互助会の沿革 

 

互助会の歩み 

  中小企業で働く勤労者の福利厚生を大企業並みに充実させることを目的に、昭和５２年１０月１

日に７１事業所８４１名の会員で任意組織として設立。平成４年４月に法人化、平成９年４月には

隣接する志賀町との広域化（名称：財団法人大津市志賀町勤労者互助会）となる。その後、平成１

８年３月２０日に大津市と志賀町の市町村合併に伴い、名称を財団法人大津市勤労者互助会に改め

る。 

平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの３年間、大津市から大津市勤労福祉センタ

ーの指定管理を受託し、引き続き平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで、同施設の管

理を受託、 

 平成２５年４月１日から一般財団法人へ移行する。 

 令和５年度末をもって大津市勤労福祉センターの指定管理の受託を終了。令和５年４月に事務所

を移転。 

 

設立経過 

          10月・・・第１回設立総会を開催：理事 10名選出：事務局を大津市経済部    

労政課に置く 

          5月・・・大津市勤労福祉センターの完成に伴い、互助会事務局を移転 

 

          4月・・・公益法人格を取得、国庫補助事業の要件を取得 

 

          6月・・・全福センター設立と共に正会員として加入  

 

          4月・・・事業区域を志賀町へ拡大し、広域化に伴い志賀町事務所を設置 

 

          3月・・・市町村合併に伴い、志賀町事務所を閉鎖  

             

          4月・・・大津市勤労福祉センターの施設指定管理を受託（3年間） 

 

          4月・・・一般財団法人へ移行 

          4月・・・大津市勤労福祉センターの施設指定管理を受託（5年間） 

 

 4月・・・大津市勤労福祉センターの施設指定管理を受託（5年間） 

 

3月・・・大津市勤労福祉センターの施設指定管理終了 

4月・・・大津市馬場二丁目 11番 17号ルーツ膳所駅前ビル 305号室に事務局 

移転。 

3月・・・ホームページをスマホ対応にリニューアル 
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